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【公開番号】特開2010-259433(P2010-259433A)
【公開日】平成22年11月18日(2010.11.18)
【年通号数】公開・登録公報2010-046
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月9日(2013.4.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネオテームおよび分散剤を含有する組成物。
【請求項２】
分散剤が、含水結晶ブドウ糖、無水ブドウ糖、還元パラチノース、エリスリトール、ラク
チトール、トレハロース、デキストリンおよびＤ－マンニトールからなる群から選択され
る同一または異種の１～２の分散剤である、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
分散剤が、還元パラチノースである、請求項１または請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
分散剤が、デキストリンである、請求項１または請求項２に記載の組成物。
【請求項５】
分散剤が、Ｄ－マンニトールである、請求項１または請求項２に記載の組成物。
【請求項６】
分散剤を、ネオテーム１重量部に対して１重量部～３１５０重量部含有する、請求項１～
請求項５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
分散剤を、ネオテーム１重量部に対して１重量部～１５０重量部含有する、請求項１～請
求項５のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
ネオテームを組成物全量に対して、０．０３重量％～５０重量％含有する、請求項１～請
求項７のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
ネオテームを組成物全量に対して、２重量％～２５重量％含有する、請求項１～請求項７
のいずれか一項に記載の組成物。
【請求項１０】
請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の組成物の製造方法であって、
ネオテームおよび分散剤を、解砕可能な粉末混合機に投入して単純混合する、組成物の製
造方法。
【請求項１１】
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請求項１～請求項９のいずれか一項に記載の組成物の製造方法であって、
ネオテーム１重量部に対して分散剤が１重量部～１５０重量部の割合で、ネオテームと分
散剤とを予備混合する工程と、
前記工程で得られた混合物と、ネオテーム１重量部に対して１～３０００重量部の分散剤
とをさらに混合する工程とを備えた、組成物の製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　項８：ネオテームを組成物全量に対して、０．０３重量％～５０重量％含有する、項１
～項７のいずれか一項に記載の組成物。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　項９：ネオテームを組成物全量に対して、２重量％～２５重量％含有する、項１～項７
のいずれか一項に記載の組成物。
　項１０：項１～項９のいずれか一項に記載の組成物の製造方法であって、ネオテームお
よび分散剤を、解砕可能な粉末混合機に投入して単純混合する、組成物の製造方法。
　項１１：項１～項９のいずれか一項に記載の組成物の製造方法であって、ネオテーム１
重量部に対して分散剤が１重量部～１５０重量部の割合で、ネオテームと分散剤とを予備
混合する工程と、前記工程で得られた混合物と、ネオテーム１重量部に対して１～３００
０重量部の分散剤とをさらに混合する工程とを備えた、組成物の製造方法。


	header
	written-amendment

